
第３回神崎中学校区統合校運営委員会　会議要旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　日時：平成 29 年 2 月 9 日（木）19:00～20:45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　場所：こうざき校区公民館　　

　○出席者１ 8 名

　Ⅰ　開会のことば

　幸野副委員長より開会のことば。

　Ⅱ　委員長あいさつ

　　　　　稲生委員長よりあいさつ。　

　Ⅲ　議事

　　1　経過報告

　　　　　 事務局より第３回統合校運営委員会までの経過報告について、レジュメをもとに説明。

　　　　  ＜ 質疑なし ＞

　　2　協議・報告　　

    １．小中一貫教育校の運営に係る検討について

　　　　　 ①小中一貫教育校の具体的な内容について

　　　　　　　事務局より資料「各期別の特徴的な取組等についての概要（案）」をもとに、現時点で考えられる小中一貫

　　　　　　　教育校としての特徴的な取組案について説明。　

　　　　　＜説明内容の概要＞

　　　　　　○小学校と中学校の９年間を一つの学校のような形で運営していくこと。また、９年間と長いスパンとなるた

　　　　　　　 め、前期（１～４年生）・中期（５～７年生）・後期（８、９年生）という３つの節目を付けて指導していくこと。

　　　　　　○教科等の指導体制については、前期は現行の小学校と同じ学級担任制、中期の５、６年生は英語や音

　　　　　　　 楽等の授業に一部教科担任制を導入、７～９年生は中学校と同じ教科担任制で授業を行うこと。

　　　　　　○児童会・生徒会活動については、学級会活動や４年生からは前期の代表として、中期以降と一緒に児童

　　　　　　　 生徒会活動にも参加して学校全体の活動をしていくこと。

　　　　　　○縦割り班の交流活動については、１～９年生までの縦割り班活動（合同遠足や合同除草など）を通して、

　　　　　　　 上級生としての責任感や自覚を身に付けさせていくこと。

　　　　　　○学習・生活のきまりについては、授業７原則、生活４原則を１年生から反復指導して、９年間で身に着け

　　　　　　　 させていくこと。

　　　　　　○全学年で英語授業については、１、２年生から年間１５時間の英語授業を行うことで、３年生からの英語授

                業に予備段階をもたせること。

             ○乗り入れ授業については、一部教科担任制を入れる５、６年で英語や音楽や美術などの授業に、中学の

　　　　　　　 先生が入って授業を行うこと。

　　　　　　○クラブ活動・部活動については、４年生からクラブ活動を行う。部活動については中体連の関係があり、小

　　　　　　　 学生は参加できないが、６年の３学期から部活の見習い見学を行うこと。
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　　　　　＜ 主な質疑応答・意見 ＞

　　　　　【委　　員】　保護者の方は、小中一貫教育については納得していると思うが、現在、１～６年生が同じ小学校の

　　　　　　　　        校舎で生活している中、小中一貫教育校となった後は、１～４年生が小学校の校舎に、５年生からは

　　　　　　　　　　　 中学校の校舎に入ることとなる。５年生から校舎が分かれることについては疑問に思っている方も多

　　　　　　　　　　　  いと思うので、この点について説明してほしい。

　　　　　【委　　員】　５年生から中学校の校舎に移したいというのは、一部教科担任制を実施する際、例えば、中学校の

　　　　　　　　　　　 先生が小学校の授業を行うときに、今のままであれば、中学校の授業終了後、直ちに小学校の校舎

　　　　　　　　　　　 に移動して授業を行い、授業終了後には、再度、中学校舎に移動しなければならない状況が発生す

　　　　　　　　　　　 すなど、校舎間の移動に伴う時間がかかるということから、５年生から中学校舎に移った環境で実施

　　　　　　　　　　　 するほうが効率的であるということが理由の一つである。

                         　また、小中一貫教育の目的として中１ギャップの軽減を図るということがある。中１ギャップの一つと

　　　　　　　　　　　 して、 小学校から中学校に上がったときに不登校やいじめなど生徒指導上の諸問題が３倍程度増え

　　　　　　　　　　　 ることが全国的にも挙げられているが、その要因としては、子どもたちの身体的成長の早熟化や近年

　　　　　　　　　　　 の社会情勢の変化等に伴うインターネット等による情報モラルの問題などが指摘されており、小学校

　　　　　　　　　　　 から中学校に上がるときの段差が昔に比べ大きくなっていることなどが考えられる。

　　　　　　　　　　　 　こうしたことから、義務教育９年間の中に適度に節目を設けながら小さな段差で接続していきたい。

　　　　　　　　　　　 ５、６年生にも中学生とともに規格の大きな中学校舎に入って、ある程度中学校的なやり方に触れな

　　　　　　　　　　　 がら慣れてもらい、中期の一員になったという意識の芽生えなどにより、心身の発達を促すことは大変

　　　　　　　　　　　 プラスなことであると考えている。

        　　②保護者を対象にした説明会の実施について

　　　　　　　事務局より資料集、別冊資料をもとに説明。　

　　　　　＜ 主な質疑応答・意見 ＞

　　　　　【委　　員】　今小学校３年生の子が５年生になるときに中学校舎へ移ると思うが、そういった説明はするのか。

           【事務局 】  その周知も含め、２９年度中に保護者や子どもたちに説明していかなければならないと考えている。

　　　　　★確認事項

　　　　　　 ○小中一貫教育校の具体的な内容については資料を原案とすること。

　　　　　　 ○保護者を対象とした説明会については、ＰＴＡ総会時を利用して実施すること。

　　　　　　 ○視察や講演会については実施を見送り、その代わりに１学期末、２学期末のＰＴＡ等を利用して保護者に

　　　　　　　　説明の機会を設ける。

        ２．通称、校歌、校章の改正に係る検討について

　　　　　 事務局より資料集、別冊資料集をもとに説明。

　　　　　①通称の検討について

        ＜説明内容の概要＞

         　○小学校はひらがな表記の「こうざき小学校」、中学校は漢字表記の「神崎中学校」を正式名称とする。
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　　　　　  ○通称についてのアンケートを実施した結果、２６名の方から回答をいただいた。１番多かったのがひらがな

　　　　　　　 表記の「こうざき小中学校」で８名、次が漢字表記の「神崎小中学校」で７名、次が「幸崎小中学校」で５名

                ということ。他は２名、１名ずつという結果。選んだ理由としては、ひらがな表記は「漢字よりも、やわらかいも

　　　　　　　 のになる」「漢字ではこうざきと読みにくい、ひらがなのほうが間違わないのではないか」というもの。漢字表

                記は「地区名でもあるし、今までも神崎ということでずっときたから」「神崎というのをずっと残していきたい」

　　　　　　　 というもの。幸崎については、「幸という字を使うのでこの先幸せがあるとよい」というもの。候補の中からみ

　　　　　　　 なさんの意見をいただきたい。

　　　　　＜ 主な質疑応答・意見 ＞

　　　  【委　　員 】　持ち帰って３つの候補の中から児童生徒、担任、保護者に選ばせるということはできないのか。

　　　　【委 員 長】　会議の流れから、通称を決めるのにアンケートをとるということで実施した。その結果この３つに集約

　　　　　　　　　　　され、最終的にこの３つの中から教育委員会に決めてもらうか、どうするかというのが議題であり、これ

　　　　　　　　　　　を学校に持ち帰って子どもたちに決めてもらうというのは会議の流れからしたら違うと思う。

　　　　【 事務局 】　公的な証明という視点で見ると、卒業証書は中学校であれば漢字の「神崎中学校」、小学校はひら

　　　　　　　　　　　がなの「こうざき小学校」というように、通称を用いず正式名称を用いることになる。通称が正式名称と

　　　　　　　　　　　大きく違うものになれば、子どもたちが将来的に混乱しないかというところがある。

　　　　【委　　員 】　正式名称は小学校、中学校でそれぞれあるが、部活動で大会に出場する場合、新聞などで名称が

　　　　　　　　　　　出るのは漢字の「神崎中学校」なのか。

　　　　【 事務局 】　新聞などは恐らく通称で出ると思う。今、賀来小中学校も通称で出ている。

　　　　【委　　員 】　「幸崎」というのが当て字というのを今知ったぐらいで、他の方がそれを聞いたらどう思うかということも

　　　　　　　　　　　あるし、正式名称と通称がそれぞればらばらだと混乱すると思う。中学校で卒業するということもあるの

　　　　　　　　　　　で、漢字表記の「神崎小中学校」でよいのではないか。

　　　　【委　　員 】　保護者の方や地域の方の意見を聞いて決めたほうがよいとは思うが、実際に募集した結果、神崎地

　　　　　　　　　　　区は約２千戸あると思うが、そこから２６しか意見が出なかった。貴重といえば貴重、逆に言えば通称に

　　　　　　　　　　　ついて、あまり関心がないとも言えなくはない。また戻ってアンケートをとったり、教育委員会に決めて

　　　　　　　　　　　もらうよりは、この場で、ひらがな表記か漢字表記かのどちらかを選ぶほうがよいのではないか。

           ②校歌の検討について

　　　　　＜説明内容の概要＞

　　　　　　○学校名の変更がないので、校歌は現状のままでいく方向でどうかと考えている。賀来の場合も小学校は小

　　　　　　　 学校の校歌を、中学校も中学校の校歌を使っている。小中学校の合同の行事の時には、１番を小学校、２

　　　　　　　 番を中学校の校歌で対応している。

　　　　　＜　主な質疑応答・意見 　＞　　

　　　　【委　　員 】碩田学園はどうなっているのか、また野津原校区はどうなのか。

　　　　【 事務局 】碩田学園は全く新しい校歌。野津原は中学校舎と小学校舎が距離的に離れており併設型ではなく連

　　　　　　　　　　　携型で進めている。小学校が統合となるので小学校の校歌について協議している。
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　　　　③校章の検討について

　　　　　＜説明内容の概要＞

　　　　　　○提案としては、小学校、中学校の校章はそのままで、小中学校の校章を新たに作成するということ。流れと

　　　　　　　 しては児童生徒から校章案を募集し、専門家にデザインを依頼してつくっていくということでよいか。　　 

　　　　　＜　質疑なし　＞

　　　　　★確認事項

　　　　　　 ○通称については漢字表記の「神崎小中学校」に決定する。

　　　　　　 ○校歌については、現在の校歌を引き続き使用する。

　　　　　　 ○校章については、小中学校としての校章を新たに制作する。その際、児童生徒の案を参考とする。

　　　 ３．制服の導入に係る検討について

            事務局より、アンケート結果をもとに方向性について説明。

　　　　　＜　質疑なし　＞

　　　　　★確認事項

　　　　　　 ○制服のデザインは、現在のデザインを引き続き採用する。

　　　　　　 ○制服は現行どおり、７年生からとする。

　　　 ４．ＰＴＡ組織の改編に係る検討について　　　　 

　　　　　 小学校、中学校の両ＰＴＡ会長から組織改編の方向性について報告。

　　　　　★確認事項

              ○２９年度の新しい役員も含めて検討していきたい。

　　６．通学環境の整備について

            事務局より、資料集をもとに説明。

　　　＜　質疑なし　＞

　　　 ★確認事項

           ○小学校の通学路を旧軽便鉄道の歩道へ変更する。

           ○中学校前の横断歩道を旧軽便鉄道の所に移動する。

　

3　その他　　

　　　（1）第４回統合校運営委員会の開催案内について

　　　（２）所管する課の変更について

 　　      事務局よりレジュメをもとに説明。

　　

　　　★確認事項

　　　　　　○第４回統合校運営委員会は、５月３０日（火）、１９時よりこうざき校区公民館で開催する。

　　　　　　○所管する課の変更については、今後、学校施設課が担当する。　　　

　Ⅳ　閉会のことば　

　　　伊藤副委員長より閉会のことば。
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